
 

測量業者登録からの暴力団排除に関する合意書 

 

警察庁丁組一発第 156 号 

国 不 建 振 第 1 8 3 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 2 5 日 

 

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長 

服 部  準 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設 振興課長 

城  麻 実 

 

公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第

５４号）が令和６年６月１２日に成立し、同法による改正後の測量法（昭和２４年法

律第１８８号）における暴力団排除に関する条項に基づき、測量業者からの暴力団排

除を徹底するため、警察庁と国土交通省は、都道府県警察（以下「警察」という。）

と北海道開発局及び地方整備局における測量業者の登録を担当する課（以下「建設産

業担当課」という。）との間での業務運用について、下記のとおり合意する。 

 

記 

 

１ 合意書の趣旨 

建設産業担当課は、測量業者の登録、更新又は変更登録の申請における審査及び

確認を行う場合その他必要がある場合は、警察に対して、測量業者の登録を受けよ

うとする者又は測量業者（以下「登録申請者等」という。）が排除対象者に該当す

るか否かについて照会するものとする。また、警察は、建設産業担当課からの照会

に対して当該登録申請者等が排除対象者に該当するか否かについて回答するものと

する。 

２ 排除対象者 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が暴

力団員等に該当するもの 

(3) 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者のあるもの 

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

３ 照会及び回答の要領 



 

 

(1) 照会 

建設産業担当課の長（以下「建設産業担当課長」という。）は、登録申請者等

の所在地を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団対策を主管する課等の長

（以下「暴力団対策主管課長等」という。）に対し、登録申請者等が２の排除対

象者に該当するか否かについて、文書（別記様式第１号）により照会するものと

する。 

(2) 回答 

暴力団対策主管課長等は、当該登録申請者等が排除対象者に該当するか否かを

確認し、該当の有無について、建設産業担当課長に対し、速やかに文書（別記様

式第２号）により回答するものとする。 

なお、暴力団対策主管課長等は、排除対象者に該当するか否かの確認に際して、

より詳細な情報が必要となる場合は、建設産業担当課長に対し、更なる資料等の

提出を求めることができるものとする。 

(3) 警察が自ら通知する場合 

暴力団対策主管課長等は、３(1)による照会以外で、測量業者が２の排除対象

者に該当する事実を確認した場合は、当該測量業者の所在地を管轄する建設産業

担当課長に対し、速やかに文書（別記様式第３号）により通知し、必要な措置を

執ることを求めるものとする。 

(4) 当該登録申請者等への通知 

暴力団対策主管課長等から排除対象者に該当する事由があるとの回答・通知が

行われた場合には、建設産業担当課長は、登録申請者等に対し、その理由を付し

た登録拒否通知の発出その他必要な措置を執るものとする。 

４ 照会等に関する留意事項 

(1) 暴力団対策主管課長等と建設産業担当課長との間の文書又は電磁的記録媒体

（ＣＤ－Ｒ等をいう。以下。同じ。）の受渡しについては、原則として、手渡し

で行うものとする。 

ただし、遠隔地であるなど、手渡しにより難いと認められる特段の事情がある

ときは、両者の間で協議の上、書留郵便による送付をもって行うことができるも

のとする。 

(2) 別記様式第１号から第３号までについては、所定の事項が記載されていれば、

適宜変更して用いても差し支えない。 

    なお、電磁的記録媒体を用いて照会する場合は、当該登録申請者等の氏名カナ、

氏名漢字、生年月日、性別等をエクセルのファイル形式（別記様式第１号別添。

拡張子．csv）により記録したものを用いるものとする。 

５ 情報管理の徹底 

暴力団対策主管課長等と建設産業担当課長は、本合意書に基づく照会等その他両

者間で行われる情報交換に係る情報については、照会等手続の目的以外に利用しな

いものとし、紛失及び漏えいの防止その他情報管理に万全を期すものとする。 



 

 

６ 連携の強化 

暴力団対策主管課長等と建設産業担当課長は、照会の手続に関して、相互に協力

し、緊密な連携の下、測量業者からの暴力団排除対策を推進するものとする。 

７ 保護対策 

暴力団対策主管課長等は、暴力団員等による測量業者への不当介入事案があった

場合、積極的に事件化を検討するとともに、必要に応じて、建設産業担当課の職員

等関係者に対する保護対策を適切に実施するものとする。 

８ その他 

本合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、警察庁及び国土交

通省において、その都度協議の上、決定するものとする。 

以上 



別記様式第１号（照会） 

文 書 番 号 

○○○年○月○日 

 

暴力団対策主管課長等 殿 

 

建設産業担当課長 

 

「測量業者登録からの暴力団排除に関する合意書」に基づく照会について 

 

下記の者について、「測量業者登録からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除対象者に

該当するか否かについて照会します。 

 

記 

 

１ 照会対象者 

別添のとおり。 

 

※ 別添を用いない場合は、 

氏名（フリガナ）、生年月日、性別、住所 

を記載し、法人の場合は、 

その法人の商号又は名称 

を加えて記載すること。 



別記様式第２号（回答） 

文 書 番 号 

○○○年○月○日 

 

建設産業担当課長 殿 

 

暴力団対策主管課長等 

 

「測量業者登録からの暴力団排除に関する合意書」に基づく回答について 

 

「測量業者登録からの暴力団排除の推進に関する合意書」（以下「本合意書」という。）に基づ

き、○○○年○月○日付け（文書番号○○）で照会のあった件について、下記のとおり回答しま

す。 

 

記 

 

※ 該当する場合 

１ 照会対象者 

商号又は氏名、代表者、役員等 

２ 調査結果 

上記の者は、本合意書に規定する排除対象者に該当する事由があると認められる。 

その他の者は、本合意書に規定する排除対象者に該当する事由があると認められない。 

 

※ 該当しない場合 

いずれの者も本合意書に規定する排除対象者に該当する事由があると認められない。 



別記様式第３号（通知） 

文 書 番 号 

○○○年○月○日 

 

建設産業担当課長 殿 

 

暴力団対策主管課長等 

 

「測量業者登録からの暴力団排除に関する合意書」に基づく通知について 

 

下記の者については、「測量業者登録からの暴力団排除に関する合意書」（以下「本合意書」と

いう。）に規定する排除対象者に該当すると認められるので通知します。 

 

記 

 

１ 氏名（フリガナ） 

 

２ 生年月日 

 

３ 性別 

 

４ 住所 

 

５ 法人の場合にあっては、その法人の商号又は名称 

 

６ 理由 

上記の者は、本合意書に規定する排除対象者に該当する事由があると認められる。 

７ その他 

※ 必要により記載 



別記様式第１号別添

ｼﾒｲ 氏名 和暦 年 月 日 性別 住所
ｹﾝｾﾂ ﾀﾛｳ 建設　太郎 S 30 03 04 M 東京都千代田区1-1

ｺｸﾄﾞ ﾊﾅｺ 国土　花子 H 01 11 30 F 東京都府中市1-1

ﾄｳﾎｸ ｲﾁﾛｳ 東北　一郎 S 40 01 01 M 宮城県仙台市1-1

ｶﾝｻｲ ｼﾞﾛｳ 関西　次郎 S 45 12 24 M 大阪府大阪市中央区1-1

ｷｭｳｼｭｳ ｻﾌﾞﾛｳ 九州　三郎 S 39 08 02 M 福岡県福岡市1-1

照会文書記載例
法人名及び役職

●●(株)代表取締役
(株)▲▲取締役
■■(有)取締役
(有)××取締役
個人

（補足説明）

電磁的記録（拡張子.CSV）については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓と

名の間も全角で１マス空け）、生年月日（大正は T、昭和は S、平成は H、令和は Rで半角とし、数字は２桁半角）、

性別（半角で男性は M、女性は F）、住所（市区町村まで全角）、法人名（全角）をセルごとに入力し、照会を行うも

のとする（上記記載例参照）。

なお、上記記載例は、便宜上、項目名及び罫線を付しているが、実際の照会の際は、罫線は不要。

また、外国人（漢字表記の者を除く。）については、氏名欄にはアルファベットを、シメイ欄は当該アルファベット

のカナ読みを入力すること。


